
焼津市市民意見公募制度の手続きの流れ 

       

           

     

 

 

 

 

＜公表手段＞ 
◆情報公開コーナー、公民館、案の所管

課で閲覧または配布 
◆市のホームページへの掲載 

 
 
 

 
 
 

※受付期間は1カ月程度を目安とします。 
 

 
 
 

 
 
寄せられた意見を考慮し、計画、条例等

の素案を決定します。 
   

 
 

    
    
＜公表手段＞ 
◆情報公開コーナー、公民館、案の所管

課で閲覧または配布 
◆市のホームページへの掲載 
 
 

 

計画、条例等の素案の作成 

計画、条例等の素案の決定 

計画、条例等の素案の公表

・ 計画、条例等の素案 
・ 趣旨、目的、背景等 
・ その他必要な資料 

市民意見の募集 

・窓口、郵便、ファクス、電子メー

ル等で受け付け 

寄せられた意見に対する 
市の考え方の公表 
 

・意思決定後の対象施策等の内容

・提出された意見の概要 
・意見に対する市の考え方 
・修正の内容及び理由 


